
た

み
ち

ち

ょ
う

宮
城
。
田
道
町
遺
跡
Ｃ
地
点

１
　
所
在
地
　
　
　
官
城
県
石
巻
市
田
道
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九

一
年

（平
３
）
九
月
ぞ

一
九
九
二
年

一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
石
巻
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
芳
賀
英
実

・
佐
々
木
淳

・
岡
　
道
夫

・
木
暮
　
一元

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
、
奈
良

。
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

田
道
町
遺
跡
は
、
Ｊ
Ｒ
仙
石
線
陸
前
山
下
駅
の
東
側

一
帯
、
石
巻
市
田
道
町

一
丁
目
か
ら
二
丁
目
に
か
け
て
広
が
る
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
北
約

一
節

の
と
こ
ろ
で
、
南
流
し
て
き
た

北
上
川
が
東
に
大
き
く
向
き
を

変
え
、
更
に
南
に
向
き
を
変
え

て
石
巻
湾
に
注
い
で
い
る
。
そ

の
河
口
西
岸
に
は
、
標
高
約
五

〇

ｍ
の
日
和
山
丘
陵
が
あ
る
。

巻

こ
の
日
和
山
丘
陵
の
北
側

一
帯

ｍ

に
は
標
高

一
ｍ
前
後
の
沖
積
平

野
が
広
が
る
が
、
所
に
よ
り
自

然
尭
防
が
形
成
さ
れ
微
高
地
と
な
っ
て
い
る
。
田
道
町
遺
跡
は
、
こ
の
自
然
異

防
の
一
つ
に
営
ま
れ
た
遺
跡
で
、
標
高
は

一
。
二
を

一
。
四
ｍ
で
あ
る
。
本
遺

跡
の
北
側
に
隣
接
し
て
横
堤
遺
跡
、
東
側
約
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
所
に
は
清
水
尻
遺
跡

が
あ
る
。
こ
の
清
水
尻
遺
跡
は
、
古
代
牡
鹿
郡
行
の
推
定
地
と
し
て
現
在
最
も

有
力
視
さ
れ
て
い
る
赤
井
遺
跡

（桃
生
郡
矢
本
町
）
が
八
世
紀
中
頃
に
廃
絶
し
た

後
、
牡
鹿
郡
衛
が
こ
の
遺
跡
に
移

っ
た
と
す
る
説
も
あ
り
、
重
要
視
さ
れ
て
い

呟Ｏ
。田

道
町
遺
跡
は
、　
一
九
九

一
年
四
月
ぞ
八
月
に
か
け
て
Ａ
地
点
の
調
査
が
実

施
さ
れ
、
古
墳
時
代
、
奈
良

。
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
が
多
数
発
見
さ
れ
、
古

代
の
集
落
跡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
Ｃ
地
点
は
こ
の
Ａ
地
点
の
南
約
五

〇
ｍ
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宅
地
開
発
に
伴
い
、
約
二
六
〇
〇
ピ
を
対
象
と
し
て

発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
の
結
果
、
古
墳
時
代
の
竪
穴
住
居

一
棟
、
奈
良

。
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
四
棟
、
掘
立
柱
建
物

一
九
棟
ほ
か
が
確
認
さ
れ
た
。

特
に
奈
良

。
平
安
時
代
の
竪
穴
住
居
は
、　
一
辺
の
大
き
さ
が
七
ぞ

一
〇
ｍ
で
、

こ
の
時
期
の
竪
穴
住
居
と
し
て
は
非
常
に
大
型
で
あ
る
。
住
居
の
南
北
中
軸
線

は
、
ほ
ぼ
真
北
線
に
沿

っ
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世

紀
に
か
け
て
の
上
師
器
や
須
恵
器
な
ど
の
土
器
の
ほ
か
、
釣
針
、
斧
、
紡
錘
車
、

刀
子
等
の
鉄
製
品
、
鋼
製
の
帯
金
具

（巡
方
）
が
あ
り
、　
Ａ
地
点
の
遺
構
、
遺

物
と
は
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。

掘
立
柱
建
物
は
、
調
査
区
の
西
側
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
多
少
の

振
れ
幅
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
真
北
線
に
沿

っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、　
一
棟
だ
け
東
に
大
き
く
振
れ
た
形
で
建
て
ら
れ
て
い
る
建
物
が
あ
る
。

調
査
区
の
外
側
に
伸
び
て
い
る
た
め
、
そ
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
間
×

三
間
以
上
で
あ
る
。
木
衛
は
こ
の
建
物
の
北
西
隅
柱
穴
か
ら
出
上
し
た
。
墨
書

面
を
下
に
し
て
、
柱
穴
底
面
に
ほ
ぼ
真
横
に
な
っ
た
状
態
で
出
上
し
た
。
こ
の

出
土
状
態
か
ら
み
て
、
木
簡
と
し
て
廃
乗
さ
れ
た
後
に
柱
の
礎
板
と
し
て
転
用

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
調
査
区
の
西
端
に
は
、
東
西
に
伸
び
る
幅
二

・
四
ｍ
の
溝
跡
が
確
認

さ
れ
た
が
い
調
査
区
外
に
及
ん
で
い
る
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
Ａ
地
点
と
は
異
な
る
様
相
を
呈

し
て
お
り
、
竪
穴
住
居
の
大
き
さ
、
帯
金
具
の
出
土
、
あ
る
程
度
の
規
格
性
を

持
つ
掘
立
柱
建
物
の
存
在
、
木
筒
の
内
容
か
ら
見
て
、
古
代
牲
鹿
郡
の
公
的
な

施
設
の
あ

っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
整
理
作
業
が
終
了
し
て
い

な
い
こ
と
を
合
め
、
類
例
等
種
々
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
現
段
階
で
は

確
言
で
き
な
い
。

木
筒
の
遺
存
状
態
は
、
腐
蝕
が
著
し
く
、
非
常
に
脆
弱
で
あ
る
。
凱
在
の
形

状
は
腐
蝕
に
よ
る
も
の
で
、
原
状
は
か
な
り
大
型
の
短
冊
型
を
な
し
て
い
た
と

推
測
で
き
る
。
一異
面
は
全
く
加
工
さ
れ
て
お
ら
ず
、
木
簡
と
し
て
の
調
整
面
は

表
の
み
で
あ
る
。

中
央
上
部
に
記
さ
れ
た

「合
四
百
六
十
四
□
」
は
総
計
部
分
で
、
数
量
単
位

は
墨
痕
が
薄
く
確
定
で
き
な
い
が
、
次
行
の
内
訳
部
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「東
」

〔束
≧
□
□
□
□
同
十‐
日
一

合
四
百
六
十
四
回
　
　
【部
と

□
刀
□
九
日
‐‐
日
一

木
簡
の
釈
文

。
内
容

①

　

延
暦

　

【年
≧

一十

一
口
日
‐‐
日
一〔野
公
己

真
野
公
穴
万
呂
五
十
五
束

一日

日

一

真
野
公
口
口
九
□

〔公
力
〕

真
野
□
口
□
□
奈
女

一＝

＝

一

（＄
じ
×
Ｏ
ｅ
×
岸卜
　
Φ解



で
あ
ろ
う
。
内
訳
の
人
名
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る

「真
野
公
」
に
つ
い
て
は
、

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
六
年

（八
一
五
と
二
月
丁
酉
条
に
、
陸
奥
国
遠
田
郡
の
人
と

し
て
真
野
公
営
山
等
四
六
人
が
真
野
連
姓
に
改
め
ら
れ
て
い
る
記
事
が
あ
る
。

本
木
筒
の
出
土
地
は
古
代
の
牡
鹿
郡
内
と
み
て
間
違
い
な
い
が
、
遠
田
郡
は
牡

鹿
郡
に
隣
接
し
、
と
も
に
陸
奥
国
北
部
の
い
わ
ゆ
る
海
道
地
域
に
属
し
て
い
た
。

な
お
、
遠
田
郡
は
郡
領
が
田
夷
を
冠
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
通
常
の
令
制
郡

と
異
な
る
扱
い
を
う
け
て
い
た
。

「真
野
公
」
は
、
古
代
の
牡
鹿
郡
内
、
現
石

巻
市
真
野
の
地
名
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
遠
田
郡
の
真
野
公
は
む
し
ろ

牡
鹿
郡
か
ら
の
移
住
等
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
木
簡
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
全
文
が
不
明
で
あ
る
の
で
確
定
で
き
な

い
が
、
全
体
構
成
を
他
の
史
料
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、　
一
定
の
推
定
は
可
能
と

な
る
で
あ
ろ
う
。　
全
体
構
成
は

「年
紀
＋
総
計
十
内
訳

〔人
名
十
数
量

（単
位

は
東
ご
」
と
な
っ
て
い
る
。
人
名
部
分
は
現
状
で
七
名
ま
で
確
認
で
き
、
そ
の

中
に

「口
国
□
奈
女
」
の
よ
う
な
女
性
名
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
総
計

「四

百
六
十
四
束
」
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
近
年
発
見
さ
れ
て
い
る
出
土
史
料
に
き

わ
め
て
近
似
し
た
数
値
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。　
一
つ
は
、
埼
玉
県
行
田
市
の

小
敷
田
遺
跡
の
三
号
木
簡
で
翁
木
簡
研
究
』
七
で
は
②
）、
ズ
表
）
九
月
七
日
、
五

百
十
六
、
次
四
百
全
異
）
汁
六
、
次
四
百
八
束
、
井
千
三
百
七
十
、
小
稲
二
千
五

十
五
束
」
と
出
挙
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
回
の
総
計
が

一
三
七
〇
束
で

あ
る
が
、　
一
回
ご
と
の
出
挙
額
は
、
平
均
す
る
と
四
五
七
東
と
な
る
。
も
う

一

つ
は
、
茨
城
県
石
岡
市
の
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
の
出
挙
帳

（
一
七
四
号
漆
紙
文
書
）
で

あ
る
。
こ
の
帳
簿
は

一
〇
人
ま
た
は

一
一
人
単
位
に
小
計
さ
れ
て
お
り
、
現
状

で
は

一
人
平
均
四
九
束
、　
一
〇
人
単
位
と
す
れ
ば
、
総
計
は
四
九
〇
束
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、
前
者
は
八
世
紀
初
頭
前
後
、
後
者
は
延
暦
期
と
年
代
差

は
あ
る
が
、
出
挙
額
は

一
人
平
均
四
五
ぞ
四
九
束
、
そ
の
出
挙
額
の
と
り
ま
と

め
方
が

一
〇
人
程
度
を
単
位
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
し
た
特

徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
本
木
簡
は
、
延
暦

一
一
年

（七
九
と

分
の
出
挙
額
を
記
録
し
た
木
札
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
「真
野

公
穴
万
呂
五
十
五
束
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は

一
〇
人
程
度
の
総
計

が

「合
四
百
六
十
四
東
」
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
推
測
が
妥
当
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
本
木
簡
は
八
世
紀
末
に
お
い

て
、
律
令
国
家
に
服
属
し
た
牲
鹿
地
方
の
有
力
な
蝦
夷
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る

「真
野
公
」
集
団
に
対
し
て
、
出
挙
を

〃
内
国
〃
な
み
に
実
施
し
た
こ
と
を
示

す
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

平 岡
)||

道
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